
平成３０年　４月　２日

長幌上水道企業団企業長　伊　藤　　勉

当 初 変更後 当 初 変 更 後 当 初 変更後

1 中樹林道路南６線水道管 南幌町内 　９月 　　月 管 φ50　L=173m 指名 工事 ９月 　月

仮設工事 １１月 　　月

2 泉郷道路水道管移設工事 長沼町内 　６月 　　月 管 φ100 L=187m 指名 工事 ６月 　月

１１月 　　月

3 長沼南幌道路水道管布設工事 長沼町内 　９月 　　月 管 φ75  L=400m 指名 工事 ９月 　月

１２月 　　月

4 富士戸北線水道管移設工事 長沼町内 　６月 　　月 管 φ100 L=650m 指名 工事 ６月 　月

１１月 　　月 ２条配管

5 南５号布設替工事 長沼町内 　９月 　　月 管 φ50  L=570m 指名 工事 ９月 　月

移設工事 １１月 　　月

6 第１浄水場活性炭注入機分解整備 長幌第１浄水場 　６月 　　月 整備 注入機分解整備 随意契約 工事 ６月 　月

１２月 　　月 1・3号機

7 第１浄水場取水ポンプ分解整備 長幌第１浄水場 　６月 　　月 整備 ポンプ分解整備 随意契約 工事 ６月 　月

１１月 　　月

8 第１浄水場膜引抜チューブ更新 長幌第１浄水場 　６月 　　月 整備 膜設備整備 随意契約 工事 ６月 　月

１１月 　　月

9 第２浄水場取水ポンプ分解整備 長幌第２浄水場 　６月 　　月 整備 ポンプ分解整備 随意契約 工事 ６月 　月

１２月 　　月

10 第２浄水場配水ポンプ分解整備 長幌第２浄水場 　６月 　　月 整備 ポンプ分解整備 随意契約 工事 ６月 　月

１２月 　　月

　公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律（以下、「法」という。）第７条第１項及び法施行令第５第１項並びに第５項に基づき

長幌上水道企業団が平成３０年度に発注することが見込まれる公共工事を次のとおり公表する。

　長幌上水道企業団が平成３０年度に発注することが見込まれる公共工事

番号 工 事 名 称 工 事 場 所
工事期間（予定）

工事種別
工 事 概 要

入札方法 契約方法
入 札 時 期


